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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第124号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の
規定により、次のとおり保安林の指定をする。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　保安林の所在場所
　　与謝郡与謝野町字幾地小字大谷7316の１から7316の
３まで
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府
丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課及び京都府農
林水産部森の保全推進課において縦覧に供する。なお、

与謝野町役場においてその関係書類を閲覧することがで
きる。）

京都府告示第125号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において
準用する同法第29条の規定により、次のとおり保安林の
指定施業要件を変更する予定である旨農林水産大臣から
通知があった。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　宮津市（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　水源の涵

かん

養
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

告　　　　　示

○保安林の指定　 （丹後広域振興局）  141
○保安林の指定施業要件の変更予定の通知
　 （　　　〃　　　）   〃
○道路の区域変更　 （山城北土木事務所）  142
○道路の供用開始　 （乙訓土木事務所）   〃
○都市計画下水道事業の事業計画の変更認
可　 （山城北土木事務所）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （山城広域振興局）  142
○都市計画道路事業の施行　 （道路建設課）  143
○道路の位置の指定の取消し　 （中丹西土木事務所）   〃

教 育 委 員 会

○京都府暫定登録文化財の登録　  144
○京都府指定有形文化財等の指定　  145
○京都府登録有形文化財の登録　  147
○京都府暫定登録有形文化財の登録の取消し　   〃
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区　　　　　　　　間 期　　　　日

向日市寺戸町新田28の２から

向日市寺戸町新田５の３まで
令和８年３月23日

４　縦 覧 場 所　　京都府乙訓土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

京都府告示第128号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の
規定により、宇治都市計画下水道事業（昭和61年京都府
告示第109号）の事業計画の変更を次のとおり認可した。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施行者の名称
　　井手町
２　都市計画事業の種類及び名称
　　宇治都市計画下水道事業
　　京都府木津川流域関連井手町公共下水道
３　事業施行期間
　　昭和61年２月21日から令和12年３月31日まで
４　事業地
　⑴　収用の部分
　　　変更なし
　⑵　使用の部分
　　　変更なし

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府丹後広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
て縦覧に供する。なお、宮津市役所においてその図面及
び関係書類を閲覧することができる。）

京都府告示第126号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
８年３月23日から令和８年４月６日まで縦覧に供する。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　宇治淀線
３　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

宇治市宇治弐番81から

宇治市神明宮東１の５まで

前

ｍ
 最小　 7.7

 最大　14.1

ｍ

　  393.3

後
 最小　16.0

 最大　20.1

４　縦 覧 場 所　　京都府山城北土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第127号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
８年３月23日から令和８年４月６日まで縦覧に供する。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　西京高槻線
３　供用開始の区間及び期日
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項に
おいて準用する同法第62条第１項の規定により事業計画
の変更の認可の告示（令和８年近畿地方整備局告示第18
号）があった京都都市計画道路事業の概要は、次のとお
りである。

　令和８年３月23日
施行者　京都府　　　　　　　　　　　　　
代表者　京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　都市計画事業の種類及び名称
　　京都都市計画道路事業
　　３・５・14号　御陵山崎線
２　施行者の名称
　　京都府
３　事務所の所在地
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　京都府建設交通部道路建設課
４　事業地の所在
　⑴　収用の部分
　　　変更なし
　⑵　使用の部分
　　　なし

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定の取消しを次のとお
り行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和８年３月23日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定取消 
番　　号

指定取消 
年 月 日

所管土木 
事務所名 道路の位置

道路の 
延　長

道路の 
幅　員

８中西土
建第71号

令

 8. 3.11
京都府中
丹西土木
事務所

福知山市字
長田小字松
ノ市203の
15、205 の
197、205の
200、205の
216

ｍ

65.0

ｍ

最小　6.0
最大　6.0

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　コストコホールセールジャパン株式会社
　　　木更津市瓜倉361番地（金田西２街区２画地）
　　　代表取締役　ケリー・ライアン・ハント
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　コストコホールセール京都八幡倉庫店
　　　八幡市欽明台北５番地
　⑶　変更の内容

変更した 
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更 

年月日 変更理由

大規模小売
店舗を設置
する者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

コストコホ 
ールセール
ジャパン株
式会社
木更津市瓜
倉361番地
（金田西２
街区２画地）
代表取締役
ケン・テリ
オ

コストコホ 
ールセール
ジャパン株
式会社
木更津市瓜
倉361番地
（金田西２
街区２画地）
代表取締役
ケリー・ラ
イアン・ハ
ント

令
 7.11.30 設置者の代表

者の変更のた
め

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に
あっては代
表者の氏名

コストコホ 
ールセール
ジャパン株
式会社
木更津市瓜
倉361番地
（金田西２
街区２画地）
代表取締役
ケン・テリ
オ

コストコホ 
ールセール
ジャパン株
式会社
木更津市瓜
倉361番地
（金田西２
街区２画地）
代表取締役
ケリー・ラ
イアン・ハ
ント

小売業を行う
者の代表者の
変更のため

２　届出年月日
　　令和８年２月25日
３　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和８年３月23日から令和８年７月23日まで
５　意見書の提出先
　　京都府山城広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課
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教　育　委　員　会

京都府教育委員会告示第１号

　京都府文化財保護条例（昭和56年京都府条例第27号）第52条第３項及び京都府暫定登録文化財に関する規則（平成29
年京都府教育委員会規則第５号）第２条第１項の規定により別表に掲げる有形文化財を京都府暫定登録有形文化財に登
録する。

　　令和８年３月23日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　

別表　京都府暫定登録有形文化財
　美術工芸品
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京都府教育委員会告示第２号

　京都府文化財保護条例（昭和56年京都府条例第27号。以下「条例」という。）第７条第１項の規定により別表１に掲
げる有形文化財を京都府指定有形文化財に指定し、条例第43条第１項の規定により別表２に掲げる史跡を京都府指定史
跡に指定する。

　　令和８年３月23日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　

別表１　京都府指定有形文化財
　⑴　建造物
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　⑵　美術工芸品
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別表２　京都府指定史跡

京都府教育委員会告示第３号

　京都府登録文化財に関する規則（昭和57年京都府教育委員会規則第６号）第２条第１項の規定により別表に掲げる有
形文化財を京都府登録有形文化財に登録する。

　　令和８年３月23日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　

別表　京都府登録有形文化財

京都府教育委員会告示第４号

　京都府暫定登録文化財に関する規則（平成29年京都府教育委員会規則第５号）第６条第２項の規定により、次の京都
府暫定登録有形文化財の登録は、令和８年３月23日付けで取り消された。

　　令和８年３月23日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　
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